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各設問の集計結果 

※ 設問（１）及び（２）：別表参照 

（３）領収書の議会への添付状況と根拠法令 

①領収書の議会への提出形式（平成２８年度支給分）

a)原本 46 

千代田区,港区,中央区,新宿区,文京区,台東区,墨田区,江東区,品川区,目黒区,大田

区,渋谷区,中野区,杉並区,豊島区,北区,荒川区,板橋区,足立区,葛飾区,江戸川区,八

王子市,立川市,三鷹市,青梅市,府中市,昭島市,調布市,町田市,小金井市,小平市,日

野市,東村山市,国分寺市,国立市,福生市,狛江市,清瀬市,東久留米市,武蔵村山市,

多摩市,稲城市,羽村市,あきる野市,西東京市,武蔵野市 

※ 三鷹市、武蔵野市：原本及び写し

  b)写し  2 練馬区、東大和市

c) 非公開部分を議員が黒塗りにして写しを提出 0

d)その他 1 世田谷区（条例上、領収書の提出義務はないが、区議会ホームページに

公表することを義務付けている）

②支払先が個人の場合の領収書の氏名について（平成２７年度支給分）

a) 公開する 13

千代田区、武蔵野市、三鷹市、青梅市、府中市、町田市、日野市、東村山市、

国分寺市、福生市、清瀬市、武蔵村山市、羽村市

b) 金額を非公開にして氏名を公開する 0

c) 非公開 17 

中央区、港区、新宿区、中野区、文京区、台東区、江東区、品川区、目黒区、

大田区、世田谷区、豊島区、北区、練馬区、立川市、調布市、小平市

※世田谷区：区議会ホームページ内に掲載されているファイルを閲覧

d) 場合によっては公開 9 

墨田区、渋谷区、杉並区、板橋区、葛飾区、江戸川区、八王子市、

狛江市、東大和市
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墨田区：個人情報に該当しない場合

渋谷区：事業を営む個人に係る場合や公務員・議員・首長等に該当する場合

杉並区：事業を営む個人の当該事業に関する情報

板橋区：個人事業主

葛飾区：議員以外の個人が特定できてしまう氏名や印影は黒塗り

江戸川区：個人事業主等

八王子市：事業を営む個人の当該事業に関する情報

狛江市：議員、首長、個人事業者、講師名等（役職として公にしている場合は公開）

東大和市：公益上特に必要があると認められる場合

e) その他 10 

荒川区、足立区、昭島市、小金井市、国立市、東久留米市、多摩市、稲城市、

あきる野市、西東京市

荒川区：公開していない ※ 領収書の受取人の印影は非公開

足立区：当区議会情報公開条例における、非開示情報にあたる部分（個人情報等）につい

ては、当該部分を被覆処理したうえで公開（開示請求が必要）

小金井市：個人情報等を黒塗りして公開

多摩市：個人宛支払なし

稲城市：個人の印影、領収印等は黒塗りにして公開する

昭島市：平成27年度支給分について支給先が個人の領収書はなかった。 

国立市：国立市情報公開条例に基づき開示するため、同条例における非開示情報に当

たる場合は、非公開となる

あきる野市：事例なし

西東京市：個人が支払先である例はない

③領収書は web 上で公開されますか（平成２７年度支給分）

a) 公開されている 5 

世田谷区、立川市、三鷹市、町田市、小平市

b) 公開していないが、平成２８年度支給分以降は公開することが決定している 2

清瀬市、羽村市

c) 公開していない 42 

千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、

目黒区、大田区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、

練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区、八王子市、青梅市、府中市、昭島市、
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調布市、小金井市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、福生市、狛江市、

東大和市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、武蔵野市、稲城市、

あきる野市、西東京市

④添付された領収書を市民が閲覧する方法

a)収支報告書の閲覧開示時期と同時に領収書も閲覧可能 14 

立川市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、昭島市、調布市、町田市、小平市、 

日野市、福生市、稲城市、羽村市、あきる野市、西東京市 

（「閲覧可能時期の規定の文言」欄の記載） 

三鷹市：三鷹市議会政務活動費に関する取扱い要領 第９条第２項及び第３項 

町田市：特にありません 

小平市：なし 

羽村市：政務活動費の全ての精算が終わり次第 

日野市：日野市議会政務活動費の交付に関する条例第 7条、第９条 

稲城市：閲覧の開始は収支報告書の提出期限の日から起算して６０日を経過した日

からとする。 

あきる野市：原則として 5月 1 日以降 

西東京市：公開時期に関する規定はない 

27 年度交付分の領収書の具体的な閲覧可能時期 平成 28 年  月 日から 

三鷹市：既に閲覧可能である

町田市：平成 28 年 10 月 17 日 

立川市：平成 28 年 8 月 1 日 

小平市：平成 28 年 10 月 26 日 

羽村市：平成 28 年 5 月 

青梅市：平成 28 年 6 月 

日野市：平成 28 年 5 月 2 日 

福生市：平成 28 年 6 月頃 

武蔵野市：平成 28 年 6 月 13 日 

調布市：平成 28 年 8 月 1 日 ＊整い次第、年度によって異なる 

昭島市：平成 28 年 6 月 1 日 

稲城市：平成 28 年 7 月 1 日 

あきる野市：平成 28 年 5 月 1 日から 

西東京市：平成 28 年 8 月から 

b)情報公開請求しなければ閲覧は不可能 33 

9/30



2017/05/09修正版1 

4 

千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、

目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、

板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区、八王子市、府中市、小金井市、

東村山市、国分寺市、国立市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、 

武蔵村山市、多摩市 

無回答：墨田区、世田谷区 

墨田区：収支報告書証拠書類は、情報公開請求することなく議会図書館で閲覧可能 

世田谷区：Web で閲覧可能 

（４）会計帳簿の議会への提出状況と根拠法令 

①会計帳簿の議会への提出について（平成２８年度支給分）

a)提出を義務付けている 22 

千代田区、中央区、港区、台東区、江東区、目黒区、大田区、世田谷区、

杉並区、豊島区、北区、板橋区、葛飾区、武蔵野市、三鷹市、調布市、

小金井市、小平市、東村山市、国分寺市、東大和市、清瀬市

（根拠法令）

千代田区：千代田区議会政務活動費の交付に関する条例

中央区：区議会政務活動費の交付に関する条例第９条

港区：港区議会における政務活動費の交付に関する条例

台東区：東京都台東区議会政務活動費の交付に関する条例

江東区：なし（政務活動費の手引きの中で提出を義務付けている）

目黒区：目黒区政務活動費の交付に関する条例 第12条第6項 

大田区：大田区議会における政務活動費の交付に関する条例

世田谷区：世田谷区政務活動費の交付に関する条例

杉並区：杉並区議会の会派及び議員に対する政務活動費の交付に関する条例

豊島区：豊島区政務活動費の交付に関する条例

北区：東京都北区議会政務活動費の交付に関する条例

板橋区：東京都板橋区政務活動費交付に関する条例第11条 

葛飾区：葛飾区議会政務活動費の交付に関する条例

武蔵野市：武蔵野市議会政務活動費の交付に関する条例第7条 

三鷹市：同取扱い要領第９条第１項" 

調布市：調布市議会政務活動費の交付に関する条例

小金井市：小金井市議会政務活動費の交付に関する条例

小平市：政務活動費の手引き
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東村山市：東村山市議会政務活動費の交付に関する条例第７条

国分寺市：国分寺市議会政務活動費の交付に関する条例

東大和市：政務活動費の取扱基準

清瀬市：清瀬市議会政務活動費の交付に関する条例

b)義務付けていない 27 

新宿区、文京区、墨田区、品川区、渋谷区、中野区、荒川区、練馬区、 

足立区、江戸川区、八王子市、立川市、青梅市、府中市、昭島市、町田市、 

日野市、国立市、福生市、狛江市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、羽村市、 

東久留米市、あきる野市、西東京市 

新宿区：ただし、条例で調製は義務付けている 

文京区：ただし、調製の義務付け有り（文京区議会政務活動費の交付に関する条

例施行規則） 

足立区：作成の義務付け有り。足立区政務活動費の交付に関する規程第６条 

武蔵村山市：条例上は義務付けていないが、支出の詳細を確認するため、写しを

提出いただいている 

八王子市：例規上、会計帳簿の提出を義務付ける規定はないが、実務上、収支報 

告書、領収書等とともに会計帳簿は提出されている。

東久留米市：提出を義務付ける規定はありませんが、実務上は収支報告書とあわ

せて提出されています。 

②会計帳簿は web 上で公開されますか（平成２７年度支給分）

a) 公開されている 7 

目黒区、世田谷区、武蔵野市、三鷹市、調布市、東村山市、東久留米市

b) 公開していないが、平成２８年度支給分以降は公開することが決定している 0

c) 公開していない 37 

千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、江東区、品川区、 

大田区、渋谷区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、葛飾区、 

江戸川区、八王子市、立川市、青梅市、府中市、昭島市、町田市、小金井市、 

小平市、日野市、国分寺市、国立市、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、 

武蔵村山市、多摩市、羽村市、あきる野市 

（５）活動報告書の議会への提出・公表状況と根拠法令（平成２８年度支給分） 

① 活動報告書（領収書、会計帳簿、視察報告書以外の、政務活動の内容がわかるもの） 
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a) 作成を義務付け、何らかの形で市民に公表している（収支報告書と一体化した

定型書式） 2

立川市、三鷹市 

b) 作成を義務付け、何らかの形で市民に公表している（収支報告書から独立した

文書として作成し、収支報告書に添付） 4

墨田区、品川区、町田市、羽村市

c) 作成を義務づけているが、市民には公表しておらず、閲覧には情報公開請求が

必要  12 

港区、台東区、江東区、目黒区、大田区、板橋区、葛飾区、 

江戸川区、小金井市、国分寺市、清瀬市、武蔵村山市 

d) 作成を義務づけているが、市民には公表しておらず、会派保管（情報公開の対象

外） 0 

e) 作成を義務づけていない 31 

 千代田区、中央区、新宿区、文京区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、

豊島区、北区、荒川区、練馬区、足立区、八王子市、武蔵野市、青梅市、府中市、 

昭島市、調布市、小平市、日野市、東村山市、国立市、福生市、狛江市、

東大和市、東久留米市、多摩市、稲城市、あきる野市、西東京市

    a～d と回答された場合、根拠法令を教えてください

立川市 立川市政務活動費交付条例、政務活動費の手引き

三鷹市 三鷹市議会政務活動費の交付に関する条例第６条第１項、同取扱い要領

第９条第１項及び第２項

墨田区 政務活動費手引きによる

品川区 申し合わせによる

町田市 【交通費支払証明書】（Ｈ27年度分は従前の交通費支出記録簿を公開） 

町田市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則第9条 

【調査研究委託報告書、資料作成委託報告書】

町田市議会政務活動費使途基準の運用指針

港区 港区議会における政務活動費の交付に関する条例

台東区 東京都台東区議会政務活動費の交付に関する条例

江東区 なし（政務活動費の手引きの中で提出を義務付けている）

目黒区 政務活動費申し合わせ事項
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板橋区 東京都板橋区政務活動費交付に関する条例第11条 

葛飾区 葛飾区議会政務活動費の交付に関する条例

江戸川区 政務活動費処務規程

小金井市 小金井市議会政務活動費の交付に関する条例

武蔵村山市 武蔵村山市議会会派政務活動費の取り扱い内規

② 活動報告書は web 上で公開されますか（平成２７年度支給分）

a) 公開されている 4

品川区、立川市、三鷹市、町田市

b) 公開していないが、平成２８年度支給分以降は公開することが決定している 0

c) 公開していない 38

千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、 

目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、 

荒川区、板橋区、練馬区、葛飾区、江戸川区、八王子市、青梅市、府中市、 

昭島市、調布市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、 

福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、武蔵村山市、あきる野市 

無回答 5 

足立区、武蔵野市、多摩市、稲城市、西東京市 

（６）視察報告書の議会への提出状況と根拠法令（平成２８年度支給分） 

①視察報告書の作成状況

a) 作成を義務付け、何らかの形で市民に公表している（収支報告書と一体化した定型

書式） 1 

羽村市 

b) 作成を義務付け、何らかの形で市民に公表している（収支報告書から独立した文書

として作成し、収支報告書に添付） 16 

千代田区、墨田区、杉並区、立川市、武蔵野市、三鷹市、昭島市、調布市、 

町田市、日野市、国立市、福生市、多摩市、稲城市、あきる野市、西東京市 

c) 作成を義務づけているが、市民には公表しておらず、閲覧には情報公開請求が必

要  27 

中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、江東区、品川区、目黒区、大田区、 

渋谷区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、葛飾区、江戸川区、 

八王子市、府中市、小金井市、小平市、東村山市、国分寺市、狛江市、 

東大和市、清瀬市、武蔵村山市 
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※板橋区：視察報告書は宿泊を伴う場合及びレンタカーを使用した場合に提

出を義務付けている。 

d) 作成を義務づけているが、市民には公表しておらず、会派保管（情報公開の対象

外） 2 

中野区、足立区 

e) 作成を義務づけていない 3 

世田谷区、青梅市、東久留米市 

※東久留米市：調査研修費の支出がある時は、視察報告書の作成をお願いしている。 

    a～d と回答された場合、根拠法令を教えてください

品川区 条例及び品川区議会における政務活動費に関する運用指針

杉並区 杉並区議会の会派及び議員に対する政務活動費の取扱いに関する規程

立川市 立川市政務活動費交付条例、政務活動費の手引き

江戸川区 政務活動処務規程

武蔵野市 武蔵野市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則第5条 

三鷹市 同取扱い要領第８条第１項、第９条第１項及び第２項

調布市 調布市議会政務活動費の交付に関する条例

町田市 町田市議会政務活動費使途基準の運用指針で、その都度議長に提出する

ことになっている。

国立市 先例及び政務活動費の手引き

福生市 福生市議会政務活動費の使途基準申し合わせ事項

多摩市 多摩市議会政務活動費の交付に関する細則

稲城市 稲城市議会政務活動費に関する取扱い要領

西東京市 西東京市議会政務活動費の事務取扱いに関する要綱

台東区 東京都台東区議会政務活動費の交付に関する条例

江東区 なし（政務活動費の手引きの中で提出を義務付けている）

目黒区 政務活動費申し合わせ事項

北区 東京都北区議会政務活動費の交付に関する実施要綱

荒川区 荒川区議会政務活動費運用の手引き

板橋区 東京都板橋区政務活動費交付に関する条例第11条 

練馬区 練馬区議会政務活動費使途基準実施細目

葛飾区 葛飾区政務活動費の支出に関する使途基準等

八王子市 「代表者間の申し合わせ事項」
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府中市 申し合わせ

小金井市 小金井市議会政務活動費の交付に関する条例

小平市 政務活動費の手引き

東村山市 「政務活動費使途基準の運用及び事務処理について」

国分寺市 国分寺市議会政務活動費 経理要領

狛江市 申し合わせ

東大和市 政務活動費の取扱基準

清瀬市 清瀬市議会政務活動費の交付に関する条例

中野区 政務活動費の手引き

足立区 足立区政務活動費の取扱いに関する要綱第１４条

文京区 文京区議会申し合わせ事項

あきる野市 「議員全員協議会の申し合わせ事項」

②視察報告書は web 上で公開されますか（平成２７年度支給分）

a) 公開されている 2 

国立市、稲城市

b) 公開していないが、平成２８年度支給分以降は公開が決定している 1 

あきる野市

c) 公開していない 45 

千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区

目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区

板橋区、練馬区、葛飾区、江戸川区、八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、

青梅市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、

東村山市、国分寺市、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、

武蔵村山市、多摩市、羽村市、西東京市

無回答：足立区

（７）＜意見交換会参加費＞について

 ＜意見交換会参加費＞とは、 

ⅰ 議員の選挙区内で行われる会合で、 

ⅱ 議員やその関連団体（後援会、政党支部など）以外の団体または個人が開催するも

の

① 会合に参加することに伴って、開催者に現金を支払うことは使途基準上認められま

すか？

a)会費額が定められている場合のみ、認められる。 7 
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中央区、大田区、中野区、豊島区、立川市、東久留米市、西東京市 

b)飲食を伴わない場合、認められる。 ７ 

文京区、品川区、豊島区、三鷹市、府中市、調布市、稲城市 

c)飲食を伴っていても、一定額以下なら認められる。 6 

千代田区、港区、台東区、目黒区、渋谷区、葛飾区 

 d)認められない。   8 

昭島市、東村山市、国分寺市、狛江市、東大和市、清瀬市、武蔵村山市、 

羽村市 

e)その他  23 

新宿区、墨田区、江東区、世田谷区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、 

板橋区、練馬区、足立区、江戸川区、八王子市、武蔵野市、青梅市、 

町田市、小金井市、小平市、日野市、国立市、福生市、多摩市、 

あきる野市 

※ 豊島区はａ，ｂ，ｅに該当するとの回答。 

「e)その他」の回答内容 

新宿区：飲食を主としないものであれば可。なお、飲食を伴う場合の飲食経費は 3000 円

以下とする。 

墨田区：飲食を主としないものであれば可 

江東区：出席者負担金（参加・会費）は１日につき２万円（税抜き）を上限とする。飲

食に対して政務活動費を支出することは認めないが、政務研究その他の活動を

目的とした会議、意見交換会等であって、調査目的に付随した懇親会等である

場合には会費の 50％を上限に支出することができる 

世田谷区：飲食を主目的とした研究会、会議等に係る経費は対象外とする 

杉並区：区政に関わる諸団体が主催する会合の会費の支出割合の上限は 1/2 とする（ただし、

議員１人１回当たり 5,000 円を限度とする） 

北区：飲食が目的の会合等への支出は不可 

荒川区：過去に事例なし・飲食を伴わない場合には認められる 

板橋区：区政にかかわる諸団体が主催する総会等で、会派又は議員において、政務活動

のため参加する必要があると認め、かつ、領収書を徴することができるものに

限り、５千円を上限として認めている 

練馬区：認められるが支出の可否の明確な基準はない 

足立区：飲食を伴わない場合、認められる。会議１回につき１万円まで 
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江戸川区：主として親睦または飲食を目的とするものを除き、参加費の２分の１を限度

とする 

八王子市：出席負担金として領収書等の提出があれば認めている 

武蔵野市：参加費・資料代等会費が定められている場合は認めている。飲食を伴うものは

認められない。→ ａかつｂ 

青梅市：事例なし 

町田市：上記意見交換会の定義の判断が難しく、運用指針にも特に明記されていないが

次のことは認められている。

・会合に参加するための交通費又は駐車場代 

・他の団体が開催する研修会、講習会等に参加したときは、開催案内等、会議内

容が確認できる資料類を添付（会費や資料代等） 

※上記に限らず、食事のみに要する経費は支出できない 

小金井市：参加費は認めているが、飲食を伴う場合は各会派の判断としている 

小平市：意見交換が中心である場合に限り認めている（飲食費は認めていない） 

日野市：定めはありませんが、説明出来るものであれば支出可と考えます 

国立市：飲食を伴わない場合で、政務活動に関連し、会費が明確に定められているもの

に限る 

福生市：団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派としての参加に要する経費で

あれば認めている。 

多摩市：食事代、宿泊費を含んだ参加負担金については、その総額を認める。ただし、

宿泊費の二重支給はしない。としているが、実際は市内での会合に参加負担金を

支出した事案はない。 

あきる野市：団体等が開催する意見交換会等への会派としての参加であれば認められる。

（政党、後援会主催のもの、親睦、飲食が目的のものは不可） 

② 開催者に渡す物品（菓子、茶、酒類など）の購入代金を支払うことは使途基準等認

められますか

a)認められている ２ 

新宿区、大田区

新宿区：ただし、茶菓のみ 

b)認められていない   ４４

千代田区、中央区、港区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、

渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、

江戸川区、八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、府中市、昭島市、

調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、

17/30



2017/05/09修正版1 

12 

福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、稲城市 

羽村市、あきる野市 

  その他   ２ 

世田谷区、北区 

世田谷区：使途基準に定められていないため、議員又は会派の判断による 

杉並区：使途基準等、明確に規定しているものはない

北区： 規定はなく、実績なし 

無回答 １ 

西東京市 

（８）平成２７年度政務調査費を議員が使った具体的な使途について、議会公式ホームペ

ージへの記載

a)支出総額のみ記載あり  ０  

b)収支報告書と同様の記載あり ２４

千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、江東区、大田区、渋谷区、

杉並区、北区、板橋区、足立区、江戸川区、青梅市、小金井市、国立市、福生市

狛江市、東大和市、東久留米市、多摩市、あきる野市、西東京市

c)収支報告書と、それ以上の記載あり １２

品川区、目黒区、世田谷区、立川市、武蔵野市、三鷹市、調布市、町田市、

小平市、東村山市、稲城市、羽村市

d)記載なし １３

墨田区、中野区、豊島区、荒川区、練馬区、葛飾区、八王子市、府中市、

昭島市、日野市、国分寺市、清瀬市、武蔵村山市

無回答 ０ 

「c)収支報告書と、それ以上の記載あり」の場合の記載項目 

品川区：政務調査活動のあらまし 

世田谷区：収支報告書、会計帳簿、領収書その他の証拠書類 

立川市：政務活動費支出明細書、領収書
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武蔵野市：支出整理簿

三鷹市：領収書を貼り付ける所定様式に内容明細及び説明を記載する箇所がある

調布市：収支報告書、収支内訳

町田市：研修・研究・会議費や広報費などにおける内容がわかる資料の添付

小平市： 研修などにおける内容がわかる資料等

東村山市：出納簿

稲城市：会派出張終了報告書

羽村市：収支報告明細書

（９）調査委託について 

① 会派、政党、政党支部に対する調査委託を認めていますか

a)認めている １８ 

中央区、港区、世田谷区、豊島区、板橋区、練馬区、江戸川区、三鷹市、 

調布市、町田市、小平市、日野市、国立市、福生市、狛江市、清瀬市、 

あきる野市、西東京市 

 b)認めていない                ２７ 

千代田区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、

中野区、杉並区、荒川区、足立区、八王子市、立川市、武蔵野市、青梅市、 

昭島市、小金井市、東村山市、国分寺市、東大和市、東久留米市、武蔵村山市、 

多摩市、稲城市、羽村市 

 無回答  ４ 

渋谷区、北区、葛飾区、府中市 

渋谷区：規定はなく、平成２７年度時点で実績なし 

北区： 規定はなく、実績なし 

葛飾区：規定しておらず、実績もありません

江戸川区：実績なし 

府中市：実績なし 

回答ａ)についての注記等 

中央区：会派、又は個人 

港区：政党、政党支部は非該当 

三鷹市：対象は「会派、政党、政党支部（会派所属議員の一親等以内のものを除く

。）」、実績はない 
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調布市：事例なし 

町田市：政党の活動に属する経費（党費・党大会賛助金・党大会参加費、党大会参

加のための旅費等）は支出できないが、調査委託に関しては特に取り決め

がなく、ある会派が地域政党に対し調査委託を行った例がある 

小平市：会派が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関し

て認めている 

国立市：会派が対象となるが、取り決めをしていない。 

福生市：会派 

狛江市：会派が行う市の事務及び地方財政に関する調査研究並びに調査委託に要す

る経費 

清瀬市：会派のみ 

あきる野市：具体的にこれまでない 

西東京市：調査内容の制限はない 

② 調査委託した際の報告書を議会に提出を義務付けていますか

ａ）提出義務付けしている     １１ 

中央区、港区、北区、板橋区、江戸川区、三鷹市、町田市、福生市、狛江市、 

清瀬市、西東京市 

※ 江戸川区 報告書のような決まった書式ではないが、委託先、テーマ等内容

のわかるもの 

ｂ）提出義務付けしていない    ９ 

世田谷区、渋谷区、豊島区、練馬区、府中市、調布市、小平市、 

日野市、国立市 

  無回答   ３ 

杉並区、葛飾区、あきる野市 

※ ➀でａ（認めている）、または、選択なしであった自治体（１１区、１３市）の

回答のみをカウント。 

※ ➀でａ回答で、②の選択なしが１（あきる野市） 

※ ➀で選択なしで、②の選択なしが２（葛飾区） 

（１０）使途基準マニュアル 

① 政務活動費について具体的な「使途基準マニュアル」を作成していますか。
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a) 作成している   ４３ 

港区，新宿区，文京区，台東区，墨田区，江東区，品川区，目黒区，大田区，渋谷区，

中野区，杉並区，豊島区，荒川区，板橋区，練馬区，足立区，葛飾区，江戸川区，八王

子市，立川市，武蔵野市，三鷹市，青梅市，府中市，昭島市，調布市，町田市，小金井

市，小平市，日野市，東村山市，国分寺市，国立市，福生市，狛江市，東大和市，清瀬

市，武蔵村山市，多摩市，稲城市，羽村市，あきる野市， 

＊ただし，港区は「議員による申し合わせ事項」 

b) 作成していない ６ 

千代田区，中央区，世田谷区，北区，東久留米市，西東京市 

② 「使途基準マニュアル」を作成している自治体について「使途基準マニュアル」は公

開されていますか。（補足質問分） 

a) ホームページで公開している  １４

江東区，品川区，豊島区，立川市，三鷹市，青梅市，調布市，町田市，東村山市，

福生市，東大和市，稲城市，羽村市，文京区

b) 情報提供できる       １５

港区，台東区，渋谷区，杉並区（＊窓口での閲覧），荒川区，練馬区，葛飾区，

八王子市，武蔵野市，府中市，昭島市，小金井市，武蔵村山市，多摩市，あきる野市

c) 情報公開請求により開示する １３ 

新宿区，墨田区，大田区，目黒区，中野区，板橋区，足立区，江戸川区，小平市，

日野市，国立市，狛江市，清瀬市， 

d) 非公開 ０ 

（１１）収支報告書の収支報告額 

a) 収入を超過する支出額の報告を認めている     ４０

千代田区，中央区，港区，台東区，墨田区，江東区，品川区，目黒区，大田区，世田

谷区，中野区，豊島区，北区，板橋区，練馬区，足立区，葛飾区，江戸川区，立川市，

武蔵野市，三鷹市，青梅市，府中市，昭島市，調布市，町田市，小平市，日野市，東村

山市，国分寺市，国立市，福生市，狛江市，東大和市，東久留米市，武蔵村山市，多摩

市，羽村市，あきる野市，西東京市 
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b) 認めていない。 ８

新宿区，文京区，渋谷区，杉並区，八王子市，小金井市，清瀬市，稲城市

c) 無回答 １ 

荒川区

（１２）政務活動費の領収証等に関するデータでの提供 

① 可能  ４ 

a) ホームページに掲載 世田谷区 

b) ＣＤ，ＤＶＤで提供 港区，町田市，国立市 

② 不可能  ４６ 

千代田区，中央区，新宿区，文京区，台東区，墨田区，江東区，品川区，目黒区，世田

谷区，大田区，渋谷区，中野区，杉並区，豊島区，北区，荒川区，板橋区，練馬区，足

立区，葛飾区，江戸川区，八王子市，立川市，武蔵野市，三鷹市，青梅市，府中市，昭

島市，調布市，小金井市，小平市，日野市，国分寺市，東村山市，福生市，狛江市，東

大和市，東久留米市，清瀬市，武蔵村山市，多摩市，稲城市，羽村市，あきる野市，西

東京市 

※ 三鷹市、町田市、小平市もWebで領収証を公開している。設問(3)③参照。 

（１３）特記事項について 

千代田区 「議長の諮問機関である第三者機関で交付額に関する審査をしている。」 

港区  「平成２８年度より『港区政務活動費審査会』で第三者審議を始めている。」 

墨田区 「政務活動費収支報告書は，情報公開請求することなく議会図書室で閲覧か可

能。」 

品川区 「第三者委員会の設置について検討中」 

杉並区 「政務活動費に関する意見聴取機関として第三者機関を設置している」 

北区 「特別職報酬審議会において政務活動費の交付額について審議している。また

、政務活動費適正運用調査会において、政務活動費の使途等について専門家の意

見を聴取している」

足立区  「平成26年2月、第三者機関（学識経験者１名）による、全議員対象とした、政

務活動費の研修を開催した。現在、再度開催に向けて検討中。」 

武蔵野市 「特別職報酬等審議会で，政務活動費の金額等について審議している。」 

青梅市  「収支報告書等の写しは情報公開請求の手続不要で事務局窓口にて閲覧可能」 

東村山市 「年度当初に各会派の会計担当者を対象とした研修会を事務局が実施するとと

もに，四半期に１度のペースで政務活動費の収支状況を点検している。」

22/30



23/30



24/30



25/30



26/30



27/30



28/30



29/30



30/30




